
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
    
    
    

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
    
    
    

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

  
 

   

 

 

  
 

   
   



 

 
 

                                            

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 
  

 
 

        

 

         
        

 

 

  
 

 
  

 
 

 
   
   

   
   

   

 

 

    
    

    
    



 

 
 

 

 

 
  

 

 
   

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 
 

 
   
   
   

 
 

   
   

   
 
 

 
  

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

   
 

  

        

        
       



 

 
 

 

 

 
  

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 
 



 別表第１（第４条関係） 生活バス路線維持費補助金                                      

 

補助対象路線 補助対象経費 補助基準値 補助金の算定方法 

 

 

補助対象期間に、補

助対象路線を運行

するために要する

経費のうち次の積

算方法により得ら

れた額とする。 

 
「地域キロ当たり

標準経常費用」又は

「乗合バス事業者

キロ当たり経常費

用」のいずれか少な

い額に実車走行キ

ロ数を乗じて得た

額から当該路線の

経常収入を差し引

いた額 

地域区分 
基準値 

(収支比率) 
市街化区域内 １００％ 
市街化区域外 ７０％ 
中山間地域 ６０％ 

 

１ 東郷線 

  補助対象経費×100/100 

 

２ 東郷線以外 

補助基準値に応じて収支比率の区分ごとに次のとおり計算する。 

① 市街化区域内に区分される路線の場合 

区分 計 算 式 

１００％未満 

９０％以上の場合 

補助対象経費×９５／１００ 

９０％未満 

８０％以上の場合 

（経常費用×１０／１００×９５／１００）＋{補助対象経費－（経常費用×１０／１００）}×７０／１００ 

８０％未満 

７０％以上の場合 

（経常費用×１０／１００×９５／１００）＋（経常費用×１０／１００×７０／１００） 

＋{補助対象経費－ （経常費用×２０／１００）}×４５／１００ 

７０％未満 

６０％以上の場合 

（経常費用×１０／１００×９５／１００）＋（経常費用×１０／１００×７０／１００） 

＋（経常費用×１０／１００×４５／１００）＋{補助対象経費－ （経常費用×３０／１００）}×２０／１００ 

６０％未満の場合 （経常費用×１０／１００×９５／１００）＋（経常費用×１０／１００×７０／１００）＋（経常費用×１０／１００×４５／１００）

＋ （経常費用×１０／１００×２０／１００） 

② 市街化区域外に区分される路線の場合 

区分 計 算 式 

１００％未満 

７０％以上の場合 

補助対象経費×１００／１００ 

７０％未満 

６０％以上の場合 

（経常費用×３０／１００）＋{補助対象経費－（経常費用×３０／１００）}×９５／１００ 

６０％未満 

５０％以上の場合 

（経常費用×３０／１００）＋（経常費用×１０／１００×９５／１００） 

＋{補助対象経費－（経常費用×４０／１００）}×７０／１００ 

５０％未満 

４０％以上の場合 

（経常費用×３０／１００）＋（経常費用×１０／１００×９５／１００） 

＋（経常費用×１０／１００×７０／１００）＋{補助対象経費－（経常費用×５０／１００）}×４５／１００ 

４０％未満 

３０％以上の場合 

（経常費用×３０／１００）＋（経常費用×１０／１００×９５／１００）＋（経常費用×１０／１００×７０／１００） 

＋（経常費用×１０／１００×４５／１００）＋{補助対象経費－ （経常費用×６０／１００）}×２０／１００ 

３０％未満の場合 （経常費用×３０／１００）＋（経常費用×１０／１００×９５／１００）＋（経常費用×１０／１００×７０／１００） 

＋（経常費用×１０／１００×４５／１００）＋ （経常費用×１０／１００×２０／１００） 

③ 中山間地域に区分される路線の場合 

区分 計 算 式 

１００％未満 

６０％以上の場合 

補助対象経費×１００／１００ 

６０％未満 

５０％以上の場合 

（経常費用×４０／１００）＋{補助対象経費－（経常費用×４０／１００）}×９５／１００ 

５０％未満 

４０％以上の場合 

（経常費用×４０／１００）＋（経常費用×１０／１００×９５／１００） 

＋{補助対象経費－（経常費用×５０／１００）}×７０／１００ 

４０％未満 

３０％以上の場合 

（経常費用×４０／１００）＋（経常費用×１０／１００×９５／１００） 

＋（経常費用×１０／１００×７０／１００）＋{補助対象経費－（経常費用×６０／１００）}×４５／１００ 

３０％未満 

２０％以上の場合 

（経常費用×４０／１００）＋（経常費用×１０／１００×９５／１００）＋（経常費用×１０／１００×７０／１００） 

＋（経常費用×１０／１００×４５／１００）＋{補助対象経費－ （経常費用×７０／１００）}×２０／１００ 

２０％未満の場合 （経常費用×４０／１００）＋（経常費用×１０／１００×９５／１００）＋（経常費用×１０／１００×７０／１００） 

＋（経常費用×１０／１００×４５／１００）＋ （経常費用×１０／１００×２０／１００） 

 路線名 

地域区域分 

 

市街化 
区域内 

市街化 
区域外 

中山間 
地域 

1 神戸線  〇  

2 横枕線  〇  

3 松上線  〇  
 

 

※ 経常費用とは、国庫補助

金交付要綱第２条で定めら

れた「地域キロ当たり標準

経常費用」と「乗合バス事

業者キロ当たり経常費用」

のいずれか少ない方の額に

補助対象路線の実車走行キ

ロ数を乗じて積算した額を

いう。 

※ 収支比率とは、経常費用

に対する路線単位の経常収

益の割合をいう。 

 

4 吉岡線  〇  

5 湖岸線  〇  

6 湖山鳥大線 〇   

7 賀露線 〇   

8 東郷線  ○  

9 八坂線  〇  

10 津ノ井倉田線  〇  

11 北園線 〇   

12 梶川中央病院線 〇   

13 桜谷循環線 〇   

14
桜谷線（積善学園を経由する

ものに限る。） 
〇   

15 若葉台線 〇   

16 十六本松線 〇   

17

百谷線（旧福部線）（新交通

体系促進補助事業の対象とならない

系統であって、稲葉山小学校前を

経由するものに限る。） 

 ○  

18
西郷線（新交通体系促進補助事業

の対象とならない系統に限る。） 
  〇 

19
散岐線（新交通体系促進補助事業

の対象とならない系統に限る。） 
  〇 

20 江波赤波線   〇 

21

河内上光線（新交通体系促進補

助事業の対象とならない系統に限

る。） 

  〇 

22
勝部線（新交通体系促進補助事業

の対象とならない系統に限る。） 
  〇 

23
日置線（新交通体系促進補助事業

の対象とならない系統に限る。） 
  〇 

 

注）１ 「平均乗車密度」とは、「運行収入」÷「実車走行キロ」÷「平均賃率」と連算し算出した値をいう。 
  ２ 「平均賃率」とは、「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キロ数」により算出した値をいう。 
  ３ 「「地域キロ当たり標準経常費用」及び「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」とは、バス運行対策費補助金交付要綱（平成１３年５月１５日付国自旅第１６号）第２条で規定されたものをいう。 
  ４ 「補助対象期間」とは、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の１０月１日から当該年度の９月３０日までの期間をいう。 
  ５ 「事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業で、同法第４条第１項の国土交通大臣の許可を受けた者をいう。 



 
 
 

 別表第２（第４条関係）    新交通体系促進補助金                      

補助対象路線 補助対象経費 補助金の算定方法 

 

   

 補助対象路線名 

 

補助対象期間に、新交通体系促進補助系統を運行するために要する経費のう

ち次の積算方法により得られた額とする。 

「地域キロ当たり標準経常費用」と「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」

のいずれか少ない方の額に新交通体系促進補助統の実車走行キロ数を乗じて

積算した額から当該系統の収入を差し引いた運行赤字額とする。ただし、「地

域キロ当たり標準経常費用」より「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」が

少ない場合は、その差額の１割を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」に

加えた額を、「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」として積算する。 

補助対象経費×{（新交通体系促進系統の市内における系統

キロ数－１㎞）+（１㎞÷関係する市町村の数）}÷新交通体

系促進系統の始点から終点までの系統キロ数。ただし、１，

０００円未満の端数は、これを切り捨てる。 

※佐治、西郷、勝部、散岐及び江波赤波以外の路線で、平均

乗車密度が１．５人未満の系統においては、上記で算定され

た補助金額に１０分の９を乗じた額とする。 

1 市内岩倉 

2 中河原 

3 佐治 

4 西郷 

5 吉岡 

6 湖岸 

7 鹿野 

8 勝部 

9 日置 

10 百谷(旧福部線) 

11 散岐 

12 江波赤波 

13 河内上光 

 

 

次の要件をすべて満たす系統をとする。 

 

（１）平成１８年９月３０日現在で鳥取市広域バス路

線維持費補助金交付要綱の一部を改正する要綱

(平成１９年９月施行)による改正前の鳥取市広

域バス路線維持費補助金交付要綱による広域バ

ス路線維持費補助金の対象であった系統 

(２)上記（１）のうち広域バス路線維持費補助金の対

象外となった系統 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
注）１ 「平均乗車密度」とは、「運行収入」÷「実車走行キロ」÷「平均賃率」と連算し算出した値をいう。 
  ２ 「平均賃率」とは、「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キロ数」により算出した値をいう。 
  ３ 「地域キロ当たり標準経常費用」及び「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」とは、バス運行対策費補助金交付要綱（平成１３年５月１５日付国自旅第１６号）第２条で規定されたものをいう。 
  ４ 「補助対象期間」とは、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の１０月１日から当該年度の９月３０日までの期間をいう。 
  ５ 「事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業で、同法第４条第１項の国土交通大臣の許可を受けた者又は同法第７９条の国土交通大臣の行う登録を受けた者をいう。 
 

 別表第２（第４条関係）    新交通体系促進補助金                          

補助対象路線 補助対象経費 補助金の算定方法 

 

   

 補助対象路線名 

 

補助対象期間に、新交通体系促進補助系統を運行するために要する経費のう

ち次の積算方法により得られた額とする。 

「地域キロ当たり標準経常費用」と「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」

のいずれか少ない方の額に新交通体系促進補助統の実車走行キロ数を乗じて

積算した額から当該系統の収入を差し引いた運行赤字額とする。ただし、「地

域キロ当たり標準経常費用」より「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」が

少ない場合は、その差額の１割を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」に

加えた額を、「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」として積算する。 

補助対象経費×{（新交通体系促進系統の市内における系統

キロ数－１㎞）+（１㎞÷関係する市町村の数）}÷新交通体

系促進系統の始点から終点までの系統キロ数。ただし、１，

０００円未満の端数は、これを切り捨てる。 

※佐治、西郷、勝部、散岐及び江波赤波以外の路線で、平均

乗車密度が１．５人未満の系統においては、上記で算定され

た補助金額に１０分の９を乗じた額とする。 

1 市内岩倉 

2 中河原 

3 佐治 

4 西郷 

5 吉岡 

6 湖岸 

7 鹿野 

8 勝部 

9 日置 

10 百谷(旧福部線) 

11 散岐 

12 江波赤波 

13 河内上光 

14 用瀬 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
注）１ 「平均乗車密度」とは、「運行収入」÷「実車走行キロ」÷「平均賃率」と連算し算出した値をいう。 
  ２ 「平均賃率」とは、「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キロ数」により算出した値をいう。 
  ３ 「地域キロ当たり標準経常費用」及び「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」とは、バス運行対策費補助金交付要綱（平成１３年５月１５日付国自旅第１６号）第２条で規定されたものをいう。 
  ４ 「補助対象期間」とは、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の１０月１日から当該年度の９月３０日までの期間をいう。 
  ５ 「事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業で、同法第４条第１項の国土交通大臣の許可を受けた者又は同法第７９条の国土交通大臣の行う登録を受けた者をいう。 
 


